別添３（第２の２関係）
データ駆動型農業の実践体制づくり支援の採択基準等について
１　事業実施計画の採択に当たっては、事業実施主体が既に承認を受けた事業実施計画に基づき、前年度から継続して事業を実施する場合にあっては、当該事業実施計画を優先的に採択するものとする。

２　事業実施計画のポイントについては、次の表に掲げる指標について、以下の（１）から（５）までに定めるポイントを合計することにより算定するものとする。（満点30又は33ポイント）

（１）①又は②の指標ポイント（満点10ポイント）

（２）③の指標ポイント（園芸品目において省力化技術の実証を行う場合のみ加算）（満点３ポイント）

（３）④及び⑤の２つの指標ポイントの合計（２つの指標全てについてポイントの獲得を必須とする。）（満点10ポイント）

（４）⑥又は⑦の指標ポイント（満点10ポイント）
（５）⑧のポイント（麦または大豆を対象とする場合において、事業実施地域が含まれる麦・大豆生産性向上計画を策定している場合のみ加算）（３ポイント）
３　事業計画の採択に当たっては、事業計画が実施要綱の補助要件等に基づき適切に設定されていることを基準とするものとする。
４　３の確認の結果、適正と判断される事業計画について、１で算定したポイントの高い順に採択優先順位を定め、予算額の範囲内で採択するものとする。
　　なお、同一ポイントを獲得した事業計画が複数ある場合には、要望額の小さい順に採択するものとする。
	指標
	ポイント

	①
成果目標
の水準（環境モニタリング等を活用してデータ収集・分析に取り組む面積や農業者数の増）

	事業を実施する都道府県において、環境モニタリング等を活用してデータ収集・分析に取り組む面積又は農業者数の現状値からの増加割合

	４倍以上・・・・・10ポイント
3.5倍以上・・・・・８ポイント
３倍以上・・・・・６ポイント
2.5倍以上・・・・・４ポイント
２倍以上・・・・・２ポイント

	
	環境モニタリング等を活用してデータ収集・分析に取り組む面積又は農業者数の成果目標に対する基準となる現況値が不明で、増加率の算出ができない場合は、以下の指標で代替するものとする。
・事業実施主体が設定した、都道府県内の対象地域における取組対象全品目の作付（栽培）面積又は農業者数の合計に対する目標値の割合
	10％以上・・・・・10ポイント
７％以上・・・・・８ポイント
５％以上・・・・・６ポイント
 ３％以上・・・・・４ポイント
 １％以上・・・・・２ポイント


	②
成果目標の水準（指導者数の増）
	事業を実施する都道府県において、環境モニタリング等を活用してデータ収集・分析する技術を地域に普及する技術指導者数の増加
	５人以上・・・・・・10ポイント
４人・・・・・・・・８ポイント
３人・・・・・・・・６ポイント
２人・・・・・・・・５ポイント

１人・・・・・・・・４ポイント

	③
成果目標の水準（省力化によるコスト削減）
	自動化等の省力化技術による、事業実施主体における生産コスト（単位面積又は単位収量当たりの費用合計）の縮減
	15％以上・・・・・・３ポイント

10％以上・・・・・・２ポイント

５％以上・・・・・・１ポイント

	④
普及効果
（面積）

	事業を実施する都道府県において、取組対象全品目の作付（栽培）面積の合計に対する事業成果の普及に取り組む範囲

	事業実施都道府県における対象全品目の作付（栽培）面積の合計に対し、
全てが普及取組の対象
・・・・・５ポイント
３分の２以上が普及取組の対象
・・・・・４ポイント
３分の１以上が普及取組の対象
・・・・３ポイント
３分の１未満が普及取組の対象
・・・・２ポイント

	⑤
普及効果（研修を受ける農業者数）
	事業の実施により得られる技術について継続的に研修を受ける農業者数
	10人以上・・・・・・５ポイント

７人以上・・・・・・４ポイント

５人以上・・・・・・３ポイント
１人～４人・・・・・２ポイント

	⑥
目指す経営モデルの水準
（収量）

	事業を実施する品目のうち作付（栽培）面積又は販売額が最も多い品目における10a当たり収量の当該都道府県の10a当たり平均収量に対する増加率

	100％以上・・・・・10ポイント
80％以上・・・・・８ポイント
60％以上・・・・・６ポイント
40％以上・・・・・４ポイント
20％以上・・・・・２ポイント


	⑦
目指す経営モデルの水準
（販売額）
	事業を実施する品目のうち作付（栽培）面積又は販売額が最も多い品目における単位収量当たり販売額の当該都道府県の単位収量当たり平均販売額に対する増加率
	15％以上・・・・・10ポイント
12％以上・・・・・８ポイント
９％以上・・・・・６ポイント
６％以上・・・・・４ポイント
３％以上・・・・・２ポイント

	⑧
生産性向上計画の策定
	麦または大豆が事業対象であり、事業対象地区を含む麦・大豆生産性向上計画を策定している場合に加算
	３ポイント
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